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平成２９年度答申第４０号 

平成３０年２月２０日 

 

諮問番号 平成２９年度諮問第４１号（平成３０年１月１０日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求却下処分に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求に係る処分は十分な理由提示がされていない点にお

いて取り消されるべきであるから、本件審査請求は棄却すべきである

との諮問に係る判断は妥当とはいえない。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

  １ 事案の経緯等 

 ⑴ 故Ｐは、大正６年ａ月ｂ日、Ａ地に生まれ、昭和１６年１０月２６日に

陸軍に召集された後、昭和１７年９月２日にＢ地において戦死した者であり、

死亡時の本籍はＣ地であった。 

戸籍の記載によれば、審査請求人（昭和１６年ｃ月ｄ日生まれ）は、故

Ｐの兄である故Ｑの子であって、故Ｐの姪に当たる者である。審査請求人は、

昭和１６年６月５日、故Ｐの兄故Ｒの妻であるＳの養子となり、故Ｐ死亡時

の本籍はＡ地であった。 

   （除籍謄本（Ｐ、Ｑ、Ｔ）、陸軍兵籍） 

⑵ 故Ｐに係る戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法（昭和４０年法律第

１００号。以下「特別弔慰金支給法」という。）に基づく特別弔慰金は、前

回の第８回については、故Ｐの姉である故Ｕが可決裁定を受けた。なお、故
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Ｕは平成２４年９月３日に死亡した。 

（審査請求書、特別弔慰金請求書、除籍全部事項証明書（Ｕ）） 

⑶ 審査請求人は、平成２７年８月１４日、Ｄ知事（以下「処分庁」という。）

に対し、特別弔慰金支給法４条の規定に基づき、故Ｐに係る特別弔慰金（第

１０回）の請求（以下「本件請求」という。）をした。 

（特別弔慰金請求書） 

⑷ 処分庁は、平成２８年１０月２５日、審査請求人の本件請求を却下する旨

の処分（以下「本件却下処分」という。）の却下通知書（同年１１月２日付

け。以下「本件却下通知書」という。）を、Ｅに送付し、Ｅは、同年１０月

２６日にこれを受領し、同年１１月１４日に更にこれをＦ市に送付し、Ｆ市

は、同月１５日にこれを受領し、普通郵便で審査請求人に送付した。なお、

審査請求人が本件却下通知書を受領した正確な日付は明らかではない。 

本件却下通知書の「却下理由」欄には、「請求者Ｘ様は、戦没者等の遺

族に対する特別弔慰金支給法に規定する戦没者の遺族に該当しないため、特

別弔慰金を受ける権利を有しません」と記載されている。 

（却下通知書、諮問説明書） 

⑸ 審査請求人は、平成２９年１月２７日、審査庁に対し、審査請求をした。 

（審査請求書、諮問説明書） 

⑹ 審査庁は、平成３０年１月１０日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却

すべきであるとして諮問した。 

（諮問説明書） 

⑺ 審査請求人は、平成３０年２月１３日、当審査会に対し、主張書面及び資

料を提出した。 

（審査請求書補充書及び添付資料一式） 

２ 本件審査請求の要旨 

⑴ 故ＰはＶ家の三男として生まれたが、大正８年８月１８日に親戚のＷが死

亡し、Ｙ家に１人もいなくなったため、Ｙ家を絶やさないよう、大正１４年

９月８日に８歳で選定家督相続をした。後に跡を継いだ故Ｕの話によると、

家督相続とはいえ家屋敷があるわけではなく、士族の身分と家名を継ぐのが

目的で、あるのは墓のみという状態だったそうだ。実父の故Ｔは大正１３年

に亡くなり、故Ｐが幼少のため、実母の故Ｚが親権者として養育していた。

実母Ｚが大正１５年に亡くなったため、Ｖ家の家督を相続した長男の故Ｒに

よりＶ家において引き続き養育された。故Ｒが昭和１３年６月５日に戦死し
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た後も、故ＰはＶ家の戸主となったＳの生計を故Ｕと共に支えて、Ｖ家で生

計を共にしていたが、そんな中でＶ家から戦地に赴き、昭和１７年９月２日

に戦死した。 

⑵ 他方、審査請求人は、昭和１６年ｃ月ｄ日にＶ家の二男である故ＱとＭの

長女として生まれ、Ｖ家の長男の故Ｒが子供をもうけずに戦死し、Ｖ家に跡

取りがいないことから、昭和１６年６月５日に戸主であるＳの養子となり、

養母であるＳの再婚に伴い、昭和２４年９月２７日に故Ｕの養子になった。 

故Ｕは、１１歳で父を、１４歳で母を亡くしたので、家督を相続した兄

の故ＲによってＧ高等女学校を卒業させてもらった。１９歳（数え年）でＨ

地に渡り、ビアホールの経理の職を得てからは、実家に仕送りをしており、

故Ｒが出征した後は、Ｓに仕送りを続けていた。故Ｒが戦死した後のＳの生

活は、Ｖ家の本籍地も人手に渡っていて厳しい状況で、故Ｕの仕送りと故Ｐ

に頼らざるを得なかった。 

このように、審査請求人は、昭和１６年６月５日にＶ家の戸主であるＳ

の養子となり、少なくとも２年前後は故Ｕの仕送りを受けながらＳの下で養

育をされていた。 

⑶ 処分庁は、昭和４２年に引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律

（昭和４２年法律第１１４号）に基づく特別交付金（以下「引揚者等特別交

付金」という。）が請求された際の資料を根拠として、審査請求人が生後２

か月頃に同人を故ＵがＨ地に連れて行ったと主張する。 

しかし、上記引揚者等特別交付金について、故Ｕから「自分が受け取っ

て良いか」との電話を受けた審査請求人は、自分が今生きていられるのは、

故Ｕが苦労してＨ地から連れて帰ってきてくれたおかげだと思い、故Ｕの

申出を快諾したが、請求は審査請求人名義の申立書の作成も含めて故Ｕが

行い、その内容については知らされておらず、この手続において審査請求

人がＨ地に連れて行かれたのが昭和１６年７月と申し出ていることは今回

の弁明書で初めて知ったものである。 

むしろ、①審査請求人を養子にしたＳに対して故Ｕが仕送りをしていた

と聞いているが、実質１か月足らずの期間では仕送りという言葉は使わな

いと思われること、②厳寒の地であるＨ地では生後２か月では育てること

が難しいし、Ｈ地までの長旅に耐えられるか疑問であること、③故Ｕが生

後２か月の審査請求人を連れて行ったとしたら、仕事ができず皆の生活が

成り立たないこと、④後に養子となったＮがＨ地に渡ったのが２歳頃であ
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ることを考えると、審査請求人は、少なくとも２歳前後までＳの養育の下

にあったものと考える。そして、審査請求人が７歳でＨ地から引き揚げる

際の引揚者名簿の在留年数の欄に「５」と記載されていることは、これを

裏付けるものである（平成３０年２月１３日に当審査会に提出した「審査

請求書補充書」と題する書面参照）。 

⑷ 以上のとおり、故Ｐは、生まれてからずっと実家のＶ家で生活しており、

審査請求人は、昭和１６年６月５日にＶ家戸主であるＳの養子になってから

故Ｐが戦死する昭和１７年９月２日までの間、Ｖ家において暮らしていたも

のであるから、審査請求人は故Ｐに係る特別弔慰金を受ける権利を有してい

る。 

⑸ また、仮に故Ｕが生後２か月で審査請求人をＳの下から引き取っていたと

しても、Ｓの生活は故Ｕが仕送りをして支えていたことから、審査請求人と

故Ｐの生計は同一と考えるべきである。 

⑹ よって、本件却下処分の取消しを求める。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断等 

１ 審理員意見書における審理員の判断 

⑴ 故Ｐは、Ｖ家の三男として大正６年ａ月ｂ日に生まれてからずっとＶ家で

生活し、ＳがＶ家の戸主となった後も、Ｖ家で生計を共にしていた。昭和 

１６年１０月２６日に臨時召集され、Ｖ家より昭和１７年３月４日に戦地に

赴き、同年９月２日に戦死した。 

⑵ 審査請求人は、昭和１６年ｃ月ｄ日に故ＱとＭの長女として生まれ、同年

６月５日にＳの養子となった。故Ｕと同居するため、同月３０日にＩ港を出

港し、同年７月２日にＨ地に居住した。なお、審査請求人は、審査請求人が

Ｈ地に連れて行かれたのが同月ではなく、それより２年後であると反論を述

べているが、当該主張の根拠となる資料を提出していない。審査請求人と故

Ｐとの間に生計関係を認め得る期間は、審査請求人がＳの養子となった同年

６月５日から審査請求人がＨ地に居住する前の同年７月１日までとなる。 

⑶ したがって、審査請求人は、特別弔慰金支給法２条の２第３項に規定する

「死亡した者の死亡の日まで引き続く１年以上その者によって生計を維持し、

又はその者と生計を共にしていた者」とは認められないから、特別弔慰金を

受ける権利を有しない。よって、本件却下処分が違法又は不当なものとは認

められず、本件審査請求には理由がないから棄却されるべきである。 

２ 諮問に係る審査庁の判断 
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⑴ 故Ｐが家督相続した土地家屋が他人名義になっていたことは、故Ｐが家督

相続した土地に住んでいなかったことを示すのみにとどまり、故Ｐが出征前

にＶ家で生活していたことを裏付ける資料とはならない。また、昭和３年に

Ｖ家の戸主である故ＲではなくＬが故Ｐの親権者に就任していること、留守

家族がＶ家ではない故Ｑとなっていることを踏まえると、故Ｐが出征までＶ

家において生活していたとはいえない。その他、処分庁及び審査請求人から

提出された資料からは、故Ｐの出征前の生活実態、拠点、同居者等を明らか

にできない。 

⑵ 審査請求人は、戸籍の記載から、故Ｐの死亡当時において、Ｖ家において

養母であるＳに養育されていたことが一般的には推測される。しかしながら、

本件については、Ｄに保管されている資料によれば、審査請求人がＨ地に渡

航しＨ地から引き揚げた記録がある一方、そこには養母であるＳや実父母で

ある故ＱやＭのＨ地への渡航及び引揚げに関する記録がないことから、戸籍

の記載のみをもって、故Ｐの死亡当時、審査請求人が養母であるＳに養育さ

れたと判断することはできない。 

また、故Ｕは、昭和４２年１１月２２日付けで、引揚者等特別交付金の

請求を審査請求人の分も含めて行っているが、これについて、審査請求人の

名義で作成した同日付けの「引揚者の外地における居住の状況・引揚げの状

況等に関する申立書」（以下「本件居住及び引揚げ状況等申立書」という。）

において、審査請求人は昭和１６年６月３０日にＩ港を出発してＨ地に渡航

したことを申し立てている。さらに、審査請求人は、本件審査請求において、

このＨ地への渡航の時期に疑問を呈し、反論書において、Ｈ地への渡航前２

歳前後までは国内でＳに養育されていたと考える旨を述べているが、いつま

で国内でＳに養育されていたかを示すような本件居住及び引揚げ状況等申立

書に記載の事実を覆す資料の提出はない。後に故Ｕの養子となったＮが２歳

頃にＨ地に渡航したことを根拠とする申立てであるが、ＮのＨ地への渡航時

期を特定できる資料の提出もなく、これによって審査請求人も２歳頃にＨ地

に渡航したという主張を裏付けることはできない。審査請求人は、生後２か

月でＨ地に渡航したと聞いたことはないし、乳児が長旅に耐えられるか疑問

であるなどの理由により、２歳前後までＳの養育の下にあったとも主張する

が、故Ｕの長男Ｏは昭和２２年ｅ月ｆ日にＨ地で出生し、故Ｕの帰国は本件

居住及び引揚げ状況等申立書の記載によれば、同年７月１５日にＪ港上陸と

なっていることから、Ｏも故Ｕと一緒に帰国したものと考えられ、そうする
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と、帰国時点で出生後２か月未満であることからも、生後２か月でのＨ地へ

の渡航を否定する理由にはならない。 

⑶ 以上のことから、故Ｐが出征前にＶ家において生活していたことは確認で

きず、審査請求人も故Ｐの死亡当時、どこで誰によって養育されていたのか

について、戸籍をはじめ様々な資料から調査しても明らかにすることが困難

であるため、Ｖ家においてＳ、故Ｕ及び故Ｐにより養育されていたことを判

断することはできない。また、審査請求人は故Ｐの死亡当時１歳であり、事

情を承知していると思われる故Ｕ等も既に死亡している本件において、これ

以上事実を明らかにすることは困難である。 

したがって、審査請求人と故Ｐとの間に１年以上の生計関係があったこ

とを積極的に示す資料はないことから、審査請求人と故Ｐとの間の生計関係

を認めることはできない。 

よって、審査請求人による特別弔慰金の請求に対して、これを却下した

原処分は適正であり、本件審査請求には理由がないから棄却すべきものと考

える。 

第３ 当審査会の判断 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

⑴ 一件記録によれば、次の事実が認められる。 

ア 審査庁は、本件審査請求の審理手続を担当する審理員として、大臣官房

総務課審理室長であるＫ１（以下「審理員Ｋ１」という。）、同室総括審

理専門官であるＫ２及び同室企画調整専門官であるＫ３（以下「審理員Ｋ３」

という。）を指名し、うち審理員Ｋ１を審理員の事務を総括する者として

指定した。 

イ 処分庁は、平成２９年３月１０日付けで、審理員に対し、弁明書及び関

係資料を提出した。また、審査請求人は、同年７月１８日付けで、審理

員に対し、反論書を提出した。 

ウ 審査請求人は、平成２９年７月２８日付けで、審理員に対し、提出書類

等閲覧等請求書を提出した。審理員は、同年８月４日付けで、審査請求

人に対し、写しの交付を決定する通知をし、審査請求人は同月８日付け

で提出書類等謄写手数料納付書を提出した。審理員は、同月１４日付け

で、審査請求人に対し、写しの交付をした。 

エ 審理員Ｋ３は、平成２９年１０月２３日付けで、審理関係人に対し、審

理手続を終結した旨並びに審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出す
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る予定時期が同月３０日である旨を通知した。 

オ 審理員Ｋ１は、平成２９年１０月３０日付けで、審査庁に対し、「審理

員 Ｋ１」作成名義の審理員意見書を提出した。また、審理員Ｋ３は、同

日付けで、審査庁に対し、事件記録を提出した。 

なお、手続に要した期間は、以下のとおりである。 

本件請求受付（Ｆ市長）：平成２７年８月１４日 

      （Ｅ知事）：同年９月３０日 

      （処分庁）：同年１２月２５日 

本件却下処分      ：平成２８年１１月（本件却下通知書が審査請求人

に交付された日は記録上明らかではない。） 

本件審査請求     ：平成２９年１月２３日（処分庁受付日） 

           ：同月２７日（審査庁受付日） 

審理員意見書提出   ：同年１０月３０日（審査庁受付日から３９週間） 

諮問書提出        ：平成３０年１月１０日（審査庁受付日から４９週間） 

⑵ 本件審査請求申立てから本件諮問に至るまでの一連の手続は、上記⑴記載

のとおりであり、上記の審理員意見書には、作成名義人として「審理員Ｋ１」

と記載されている。そして、同意見書の冒頭部分の末尾に「なお、本意見書

は、審理員Ｋ２及び審理員Ｋ３との合議によって作成したものである。」と

の記載があるが、同意見書の作成自体も審理手続終結時の審理員全員の共同

によるものであるとするならば、その点を明確にしておくことが望ましく、

作成名義人として全員の氏名を記載することが適切であると思料する。 

また、本件の審理手続における問題点については後記３において記述す

るが、その他の点については、本件諮問に至るまでの一連の手続に違法又は

不当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件請求手続における問題点 

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則（昭和４０年厚生省令第

２７号）２条２項は「裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有しな

いものと裁定したときは、様式第３号による特別弔慰金却下通知書を請求者に

交付しなければならない」と規定し、同様式においては「却下理由」を記載す

る欄が設けられているが、行政手続法（平成５年法律第８８号）が、行政庁が

申請拒否処分をする場合、申請者に対し当該処分の理由を示さなければならな

いとし（８条１項）、処分を書面でするときは、その理由を書面で示さなけれ

ばならない（同条２項）と定める趣旨が、行政の恣意の抑制、慎重な判断の確
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保、当事者の不服申立ての便宜などにあることに鑑みれば、特別弔慰金の裁定

機関が当該請求は支給要件を満たしていないので却下すべきであると判断した

場合における特別弔慰金却下通知書の「却下理由」欄の記載については、少な

くとも特別弔慰金支給法に規定する要件のうちいずれの要件を満たさないと判

断したのかを請求者が却下通知書の記載自体から理解できる程度に具体的に示

して行う必要があるというべきである。 

しかしながら、本件却下通知書の記載は、上記第１の１⑷のとおり、「請求

者Ｘ様は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に規定する戦没者の遺族

に該当しないため、特別弔慰金を受ける権利を有しません」というものであっ

て、審査請求人の行った本件請求に対し、単に、請求者（審査請求人）が「戦

没者等の遺族には、特別弔慰金を支給する。」と規定する特別弔慰金支給法３

条の対象にはならない、という結論のみを、同条の文言に沿って示すにとどま

っている。そのため、この記載によっては、処分庁において要件を欠くと判断

した具体的理由はもちろん、そもそも特別弔慰金支給の対象となるための複数

の要件のうちのいずれの要件を満たしていないと判断したのかさえも知ること

ができないというべきである。 

そして、本件に現れた記録による限り、処分庁が審査請求人にこれらの点を

明らかにしたのは、審査請求手続に入った後の平成２９年３月１０日付けの弁

明書において、「審査請求人は、戦没者の兄の子であり、３親等の姪であるこ

とは、審査請求人主張のとおりである。」とした上で、①Ｄが保管する引揚者

等特別交付金の請求に関する記録によれば、審査請求人は、本件居住及び引揚

げ状況等申立書において、昭和１６年７月２日からＨ地に居住した旨自ら申し

立てていること、②この住所は、養母である故Ｕと同じであること、③審査

請求人は、戦後になって故Ｕと全く同じ行程で引き揚げていることの各事実

が認められたことの３点を指摘して、審査請求人が戦没者の３親等の親族であ

っても、戦没者の死亡の日まで引き続き１年以上その者によって生計を維持し、

又はその者と生計を共にしていたことは認められないから、特別弔慰金の請求

の要件を満たしていない、と判断したことを主張したのが最初であったものと

認められる。 

しかし、前述したとおり、処分庁の却下の理由が上記のようなものであるの

であれば、本件却下通知書の理由記載欄に、少なくとも、「故Ｐの死亡当時ま

で引き続き１年以上同人と生計関係を有していたものと認められない」旨の判

断理由を明確に提示すべきであったというべきである。 
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審査請求人が、審査請求時において、不服の理由の大半を費やして、系図を

添付するなどしながら、審査請求人は故Ｐの姪であって３親等の親族に当たる

ものであるという点についての主張を展開し、審査請求人と故Ｐとの間に生計

同一関係が存在したという点については、全部で４行程度の短い主張に終わっ

ていること（ちなみに、審査請求人は、Ｄに却下の理由を電話で問い合わせた

際に、担当者から「Ｓさんは他人だ。他人の養女になっているから姪ではない。

戦没者弔慰金は、戦死した時に悲しい思いをした人に支払われるものだ」と言

われた、とも主張している。平成２９年７月１８日付け反論書第５項参照）、

また、審査請求人は、当審査会へ諮問がされた後になって、初めて同人がＳの

もとを離れてＨ地の故Ｕの下で暮らすようになった時期に関する資料を提出し

ようとしたことは、いずれも、本件却下通知書の記載が前述のようなものであ

って、本件請求を却下する理由が本件却下通知書に的確に提示されていないこ

とに起因するものと考えるのが相当である。 

このような点からすれば、本件却下通知書の記載は理由の提示として不十分

というほかはなく、行政手続法８条１項ただし書の要件にも当たらない場合で

あるから、本件審査請求においては、審査請求人に対する手続保障の観点から、

本件請求が特別弔慰金を受けるための要件を具備しているか否かの判断を行う

ことなく、上記の手続上の違法を理由として本件却下処分を取り消すべきであ

る。 

３ 付言 

本件における審理員意見書には、原処分の理由提示について触れるところが

なく、事件記録からもこの点が検討されたことをうかがわせるところは見当た

らない。しかし、本件事案のように、原処分の手続に処分の取消事由となる明

らかな瑕疵が存在する場合には、できる限り早くその点の是正を図ることが要

請されるから、当審査会としては、審査請求手続の初期の段階である審理手続

において、このような手続上の瑕疵の有無について十分な検討が行われること

が必要かつ重要であると思料する。 

４ よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第１部会 

委   員   市   村   陽   典 

委   員   小   幡   純   子 

委   員   中   山   ひ と み 
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（注）ＶはＲ、Ｓ、Ｔ及びＺの氏であり、ＹはＮ、Ｐ、Ｕ及びＷの氏である。 


